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東京中部間連系設備の増強について 

 

 本日、電力系統利用協議会（ＥＳＣＪ)より、「東京中部間連系設備の増強に係わ

る提言」が公表され、その中で、東京中部間連系設備（以下、ＦＣという。）を９０

万ｋＷ増強（２１０万ｋＷまで増強）することが必要であり、新信濃ＦＣを増強し、

長野方面で直流送電を活用して連系する案により、2020 年度を目標に運用開始を目

指すとされました。 

 

東日本大震災における大規模電源の被災等により全国大で電力の供給力が大幅に

不足する事態が発生したことを受け、国の総合資源エネルギー調査会総合部会電力

システム改革専門委員会の下の「地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研

究会」（2012 年２月～４月）において、地域間連系線等の強化に関する議論が行われ、

その中で、2012 年３月に電気事業連合会よりＦＣの９０万ｋＷ増強を提案しており

ました。 

その後、2012 年４月の同研究会中間報告書には、「国にとって推進することが特に

重要な設備である」と位置づける等の行政による取組を前提として、2020 年度を目

標にＦＣを９０万ｋＷ増強することが織り込まれました。 

また、これを受け、2012 年８月、沖縄電力を除く一般電気事業者９社は、ＦＣの   

９０万ｋＷ増強についてＥＳＣＪに検討提起を行いました。 

 

今回のＥＳＣＪの提言内容は、学識経験者や、新電力、卸電気事業者、自家発設

置事業者等の系統利用者も含めた関係者による委員会での議論の結果、上記マスタ

ープラン研究会での電気事業連合会からの提案と同様の結論となったものであり、

提言どおりＦＣを９０万ｋＷ増強することにより、大規模電源の広域的な停止時に

も電力の安定供給に寄与することが期待できると考えております。 

私ども一般電気事業者９社は、国、関係機関等のご支援を賜りながら、今後、具

体的な検討を進め、早期のＦＣ増強に全力で取り組んで参ります。 

 

以 上 



 

平成２５年１月２３日 
一般社団法人電力系統利用協議会 

 

東京中部間連系設備の増強に係わる提言 

 
 電力系統利用協議会（ＥＳＣＪ）は、東日本大震災に伴う需給逼迫に関し、当協

議会ルールに基づく評価とともに、一般電気事業者９社の検討提起を受けて、安定

供給確保の観点から、東京中部間連系設備（以下、ＦＣという。）の増強等について

検討した。その結果を、下記のとおり提言する。 

記 

（１）ＦＣの増強について 
東日本大震災により多くの電源設備が被災し、その後、電気事業法に基づく電

力使用制限が行われるなど、社会的に大きな影響があったことを踏まえると、稀

頻度ながら影響の大きい大規模電源が広域的に停止するようなリスクが発生した

場合の長期間にわたる需要側対策を回避するために、ＦＣを９０万ｋＷ増強  

（２１０万ｋＷまで増強）することが必要である。 
この際、ＦＣの増強案は、大規模災害時の安定供給確保の観点や経済性等を考慮

して、既設地点（新信濃ＦＣ）を増強し、長野方面で直流送電を活用して連系す

る案により、２０２０年度を目標に運用開始を目指すことを確認した。当該期間

内に整備を実現するため、併せて、行政の取組による後押しが期待される。 
なお、今回の提言は、当協議会が平成２１年３月に安定供給確保の観点から提

言した３０万ｋＷ増強の内容も含めて総合的に検討した上で行うものである。 
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（２）ＦＣの利用について 
増強後のＦＣについては、今回の増強が安定供給の確保という目的によるもの

であることに鑑み、大規模な災害発生に伴う需給逼迫時には、全てのＦＣ容量を

安定供給のために活用する必要がある。他方、平常時には可能な限り託送利用の

ために活用できるようにするなど、取引活性化や系統利用者の利便性向上につな

がる方策を検討していく必要がある。利用方法の詳細については、設備の運転開

始までに具体化する。 

（３）費用負担について 
本提言におけるＦＣ増強は、５０Ｈｚ地域及び６０Ｈｚ地域全体の安定供給確

保を目的としたものである。また、スポット取引に開放される容量が増加する等、

取引活性化への貢献も期待できる。したがって、９エリア1それぞれに受益がある

と考えられることから、受益者負担の観点から、９エリアのネットワーク全利用

者の「一般負担2」とすることが適当である。 

（４）更なるＦＣの増強について 
９０万ｋＷの増強は、発災後１ヶ月程度の間、計画停電などの社会的に大きな

影響を与え得る需要側対策で対応することを前提としている。他方、「地域間連系

線等の強化に関するマスタープラン研究会」の中間報告書においては、政策的な

観点からは必ずしも十分ではないとし、「できるだけ早期に３００万ｋＷまで増強

することとする」と整理されていることに鑑み、増強案等について比較検討し、

有力な案や検討に際しての留意事項等について整理を行った。 
今後、政府において適切な検討の場を設け、当該比較検討の結果等を踏まえつ

つ、具体的な政策的支援のあり方や留意事項等を考慮しながら、政策的観点から

可能な限り早期に更なる判断がなされることが望まれる。 
 

以 上 
 
 
 
 

 

                                                  
1 北海道、東北、東京、中部、関西、北陸、中国、四国、九州の９つのエリアをいう。 
2 特定の事業者の負担ではなく、すべての系統利用者が託送料金により負担するもの。 


